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トリオに参加して
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四日市市とロングビーチ市は、昭和38年10月７日に姉妹都市提携を締結し、今年５０周
年を迎えます。これまで、教育、文化、スポーツ、青少年、環境、医療などの広範な分野で
市民レベルの交流を行ってきました。50周年を契機として、両市の友好の絆を一層強
め、交流をさらに深めるため、記念事業を開催します。
＜姉妹都市提携の経緯＞
ロングビーチ市とは、互いに太平洋を挟んで港を有し、石油化学中心の工業都市である
などの共通点があることから提携に至りました。

四日市市を離れロングビーチ市に滞在し、両市の
共通点やさまざまなことを知り、ロングビーチ市だ
けでなく自分の住む四日市市の歴史や文化にも愛
着を持つようになりました。また、ホストファミリーや
現地高校生との交流を通じ、国際社
会では英語の能力を高めるだけ
でなく、コミュニケーション能力を
高めることが本当に重要だとい
うことに気付かされました。

交換学生・教師「トリオ」

地球環境塾 英語指導員 医療交流
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これまでの交流

50周年記念誌の発行

11月5日（火）～10日（日）〈予定〉

平成26年3月下旬発行

10月15日（火）～23日（水）〈予定〉
・歓迎夕食会、記念式典、レセプション  ・市民活動に関する講演会（19日）

・市内見学・学校訪問 など

ロングビーチ市代表団の来日 四日市市代表団のロングビーチ市訪問
50周年
記念事業

昭和40年から隔年で、高校生2人と教師1人を夏期に約3週間相互
に派遣し、現地で市民交流活動を行っています。3人が派遣されるの
で、｢トリオ｣と呼ばれています。

平成20年から夏期に本市で、天津市、ロング
ビーチ市、本市の中学生や高校生が、環境問
題について学習し、成果発表を行っています。

昭和61年から毎年、市内中学校での英語教
育や小学校・幼稚園における国際理解教育な
どの推進のため、英語指導員を迎えています。

平成14年から市立四日市病院の医師を約2
週間、ロングビーチ市内の病院に派遣し、最
新の知識の取得などを図っています。

今年度、本市を訪れたトリオ
（左から３人）

ロングビーチ市
ロサンゼルス市

面積 ： 129.5km2
（四日市市の約6割の大きさ）
人口 ： 約47万人
（四日市市の約1.5倍）
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相談
内容

相談
結果

訪問販売への対応

無料点検のはずが
高額な契約をしてしまった！

クーリングオフの
手続きで解約できます

市民・消費生活相談室には、昨年度、1,312件の相談が寄せられました。
今回は、台風などの自然災害が起こると増える修理工事のトラブルを例
に、悪質商法に引っかからないための心構えと対処法を紹介します。

●家に入れてはいけない
●「無料」「あなただけ」など、
　甘い言葉にご用心
●必要がなければ、キッパリと断ろう
●急いで契約させようとする業者は要注意
●一人で決めずに、誰かに相談しよう

　2日前、突然知らない業者が来訪し、「お宅の
屋根瓦がずれているのが見えた。無料で点検し
てあげる」と言われ、無料ならと思い、お願いし
た。点検後、業者から「すぐに修理しないと大変
なことになる。今契約すれば安くできる」と勧め
られた。心配になり、その場で契約をしてしまっ
たが、後で考えたら、高額なので解約したい。

　この事例は訪問販売なので、クーリングオフの対
象となります（期間8日間）。契約後すぐの相談だった
ので、クーリングオフの手続きで解約できました。

すぐに修理
しないと大変

あなただけ特別！

お安くしますよ

火災保険が
使えます

ここが
ポイント

最近は「火災保険が使える」
と誘う契約トラブルが
出てきました!
　契約後、保険が使えないことがわかり解約をし
ようとしたら、高額な解約料を請求されたり、工事
内容がずさんだったりするトラブルが全国的に起
きています。
　契約する前に、まずは自分で、損害保険会社や
代理店に連絡し、保険金支払いの対象になるかど
うかや、申請方法について確認しましょう。

悪質な訪問販売や
クーリングオフなどの

相談は

市民・消費生活
相談室へ!
（市役所1階）

☎354-8264 相談受付時間（月～金曜日）
9：00～12：00、13：00～16：00

相談専用電話番号

無料点検に
きました

お早めに

点検商法
こんな手口に
注意

点検商法
こんな手口に
注意

知って防
ごう

知って防
ごう

悪質商法悪質商法
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